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■ 災害時の避難場所
想定される浸水域が深い川沿いにお住まいの方や、避難所に向かう途中で十勝川などの河川を渡る地区の方

は、役場からの情報に十分注意し、早期の避難を心がけてください。
※津波避難場所の◎印は、（大）津波警報が発令された場合の緊急避難場所です。

津波 洪水 土砂等 避難施設名 所在地 電話番号 避難対象地区
〇 〇 アメニティホール 茂岩新和町 129 番地 015-574-2985

茂岩一区～六区
牛首別、茂岩南区

〇 〇 〇 豊頃町える夢館 茂岩本町 166 番地 015-579-5801
〇 〇 豊頃町総合体育館 茂岩本町 167 番地 015-574-2480

〇 こどもプラザとよころ 茂岩栄町 4 番地 015-574-3931
〇 牛首別農作業管理休養施設 牛首別 150 番地 3 015-574-3634
〇 中央区コミュニティセンター 中央新町 41 番地 1 015-574-2233

中央一区～三区〇 豊頃中学校 中央若葉町 11 番地 015-574-2427
〇 豊頃小学校 中央若葉町 21 番地 015-574-2619
〇 豊頃地域コミュニティセンター 豊頃旭町 1 番地 015-574-3358

豊頃一区～三区
豊頃区、上幌岡区
下幌岡区

〇 〇 豊頃農作業管理休養施設 豊頃 623 番地 3 -
〇 上幌岡農作業管理休養施設 幌岡 74 番地 -
〇 下幌岡農作業管理休養施設 幌岡 703 番地 5 -

〇 〇 礼文内地域コミュニティセンター 礼文内 112 番地 015-574-2633 礼文内区、十弗西区
十弗町内区〇 十弗西区農作業管理休養施設 北栄 444 番地 1 -

〇 〇 十弗農業センター 十弗宝町 107 番地 2 015-574-3119
〇 〇 〇 大津地域コミュニティセンター 大津幸町 13 番地 1 015-575-2021

大津一区～三区
〇 大津小学校 大津幸町 101 番地 015-575-2020

◎ 大津港町築山津波緊急避難場所 大津港町 31 番地 1 -
◎ トンケシ津波緊急避難場所 長節 738 番地 -
◎ 国道 336 号津波緊急避難場所 長節 1087 番地 10 -

〇 二宮東区農作業管理休養施設 二宮 1150 番地 2 -
二宮東区
二宮中央区
二宮西区

〇 二宮構造改善センター 二宮 830 番地 015-574-3115
〇 二宮西区農作業管理休養施設 二宮 3803 番地 2 -

〇 〇 二宮報徳館 二宮 2460 番地 015-574-3126

〇 〇 農野牛老人憩の家 農野牛 1028 番地 015-574-3117 農野牛区
下農野牛区

〇 〇 礼作別研修センター 礼作別 425 番地 - 礼作別区、統内区
二里塚区、平和区〇 〇 統内生活センター 統内 1561 番地 015-574-3116

〇 〇 平和近隣センター 統内 608 番地 -
〇 〇 〇 湧洞酪農センター 湧洞 651 番地 - 湧洞区
〇 〇 〇 長節酪農センター（一部大津地区避難所） 長節 529 番地 - 長節区
〇 〇 旅来酪農センター 旅来 282 番地 - 旅来区

■ 津波から身を守るために
避難施設や高い場所へ避難する

指定された避難施設が近くにない場合は、海岸から「よ
り遠く」ではなく、「より高い」場所へ避難しましょう。

正しい情報を聞く

ラジオ・テレビ・防災行政無線などで、正しい情報を聞
きましょう。

海岸・河川に近づかない

注意報、警報が解除されるまで海辺や河川には近づかな
いようにしましょう。

注意報・警報が出たら

家族や近所に知らせ、急いで高台に避難して、警報が解
除されるまで戻らないようにしましょう。

非常持ち出し品・チェックリスト

万一の際に備えて、家庭では次のようなものを準備し、
定期的にチェックしておきましょう。
□ 懐中電灯
□ 携帯ラジオ・予備電池
□ 救急セット
□ 飲料水 3 日分（1 日 1 人 3 リットル　目安）
□ タオル・毛布
□ 貴重品
□ 非常食
□ 衣類・下着類
□ ロープ

防災の日９月１日は

問合せ先 役場総務課総務係　☎（574）2211

 TOYOKORO Info-TOPICS ① TOYOKORO Info-TOPICS ②

臨時福祉給付金のお知らせ

平成 26 年 4 月の消費税引き上げに際し、所得の低い方々への影響を緩和するため、

臨時的な給付措置として「臨時福祉給付金」が給付されます。

豊頃町での申請および給付の対象となる方は、平成 26 年 1 月時点で豊頃町に住民

登録をしている住民税非課税の方等です。

豊頃町では、次により申請を受付していますので、お知らせします。

なお、高齢者、障がい者等で役場まで申請にお越しいただくことが困難な場合は、

職員がご自宅にお伺いしますので、お気軽にご連絡ください。

申請期間　平成 26 年 10 月 1 日（水）まで

申請窓口　役場福祉課または大津支所

持 ち 物　印鑑

　　　　　運転免許証又は健康保険証（本人確認のため）

　　　　　貯金通帳（振込口座確認のため）

● 支給対象者　平成 26 年分の住民税が課税されていない方

　　　　　　    ※住民税を課税されている方に扶養されている場合は対象外となります。

　　　　　　    ※住民税未申告の方は申告書の提出が必要となります。

● 支　給　額　1 人につき 10,000 円

　　　　　　   （公的年金等を受給されている方は 1 人につき 5,000 円加算）

ご   注　意
高齢者の方などで、町外にお子さん等がお住まいの場合

でもご本人が気づかれないまま税の扶養控除を受けている

ことがあります。

申請前に、お子さん等に扶養控除を受けているかどうか、

確認をお願いします。

問合せ先 役場福祉課福祉係　☎（574）2214
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